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第７節 騒音・振動の防止 

 

１．騒音・振動の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ○騒音・振動による苦情件数 

 

○道路交通騒音・振動測定の要請限度超過地点数 

年度 
（測定地点数） 

H21 
（24） 

H22 
（24） 

H23 
（24） 

H24 
（24） 

H25 
（24） 

騒 音 
昼 間 0 0 0 0 0 

夜 間 2 1 2 2 1 

振 動 
昼 間 0 0 0 0 0 

夜 間 0 0 0 0 0 

騒音・振動は、さまざまな公害のなかでも市民の生活環境に密接に関連しており、なおかつ、

その発生源が多岐にわたることから多くの苦情が寄せられます。 

工場、事業場や建設現場での作業から発生するものが中心になりますが、そのほかにも、自

動車など交通機関の運行によるもの、店舗（特に深夜）の営業活動によるもの、または一般の

家庭生活に起因するものまで、広範囲に及んでいます。 

本市における騒音に対する苦情件数は長期的に見ると横ばい傾向にあり、本市ではこれらの

苦情に対して騒音規制法および環境確保条例で指導をしています。 

道路交通については、市内の主要幹線道路で交通量調査と騒音・振動の測定を行っています。

２５年度は２４地点で実施しました。道路交通騒音において要請限度を昼夜ともに達成した 

のは２３地点でした。道路交通振動※注１は全ての地点で要請限度※注２を下回りました。 

※注１ 道路交通振動に環境基準は定められていない。 

※注２ 道路周辺の生活環境が著しく損なわれると市町村長が認めるとき、道路管理者に対し自動車 

    騒音振動の防止の措置や都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を要請する 

ことができるが、その際の基準 
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２．騒音・振動の取り組み 

（１）道路交通騒音・振動対策   

市では、主要幹線道路で自動車騒音、道路交通振動の測定を行

っています。２５年度は、要請限度測定については、測定地点２

４地点のうち、要請限度を昼夜ともに下回った地点は２３地点と

なりました。 

環境基準測定については、自動車騒音の測定値をもとに、道路

の端から５０ｍの地域に立地する住居ごとに騒音レベルを推計し、

環境基準値を下回った戸数が全住居戸数の何％になるかという調

査です。１５路線を調査し、全路線で昼間が９７．５％、夜間が

９４．３％という環境基準達成率となりました。 

道路交通振動については要請限度を超過した測定地点はありま

せんでした。 

 

（２）工場・事業場や建設作業の騒音・振動対策 

  市では、騒音規制法や振動規制法をはじめ、環境確保条例に基づく認可・届出のある工場等に対

し、規制基準を遵守するよう技術指導を行い、公害発生の未然防止に努めています。騒音・振動は

同時に発生する場合が多く、防止対策も工場などの規模や立地条件などを考慮しながら適切な方法

を指導しています。 

また、著しい騒音や振動を発生する作業を伴う建設作業については、騒音規制法と振動規制法に

特定建設作業の規定があり、該当する作業については事前の届出が義務付けられています。 

市では、これらの作業について、騒音や振動の大きさ、作業時間等について指導を行っています。 

 

（３） 航空機騒音防止対策 

本市東部の上空には、米軍横田飛行場を離発着する航空機の飛行ルートがあります。東京都およ

び本市の騒音測定結果では、５ヶ所の測定地点中、４か所環境基準を下回りました。国は航空機の

騒音対策として対象区域を指定し住宅防音工事の補助制度を実施していますが、１７年１０月２０

日に対象区域の見直しが行われ面積が縮小されました。本市では、市民の生活環境を守る視点から

都および近隣自治体と連携して、住宅防音事業の拡充等を国に強く要望しています。 

また、ＮＬＰ（夜間離発着訓練）に対しては、市民の生活環境への影響が大きいため、防衛省防

衛大臣、在日米軍横田基地司令官等に対し、随時訓練中止の要請を行っています。 

 

（４）市民の生活環境を守る対応 

事業者等へ工場等の設置や建設作業の届出時に騒音・振動対策の指導するほか、個別に苦情が寄

せられた場合は、まず現場の状況を確認した上で必要な対策を指導し、問題の解決を図っています。 

道路交通騒音測定 

道路交通騒音測定 


